
山口市長　伊　藤　和　貴

発注の概要

入札に参加できる者の資格要件（ここに掲げる要件を全て満たすこと。）

　次の契約に係る条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格並びに当該入札の場
所及び日時その他入札について必要な事項を地方自治法施行令（昭和２２年政令第１
６号）第１６７条の６第１項の規定により、次のとおり公告する。

公告日の前日において、物品・業務委託等に係る契約の競争入
札参加資格及び登録を定めた告示(令和3年12月13日山口市告示
第231号)に規定する入札参加資格を、次の営業種目について有
していること。

競 争 入 札 参 加
資 格 登 録

「52リース・レンタル」のうちの「04パソコン・ネットワーク
機器類」

物品・業務委託等

賃 借 品 概 要

＜名称＞
　１．M365 Apps Enterprise FSA Renewal Sub Per User
　２．O365 E3 SU Gov M365 Apps Enterprise Per User
　３．M365 E3 Unified SU O365 E3 Sub Gov Per User
　４．Defender O365 P2 Sub Gov Per User
＜数量＞
　各2,000ライセンス

総 合 評 価
落 札 方 式

令和6年4月25日

山口市デジタル推進課

賃 借 期 間

　入札者は、山口市競争入札参加者心得（以下「参加者心得」という。）及び入札条
件を熟読の上、入札すること。

所 在 地

市内業者又は準市内業者(本店又は支店、営業所若しくはこれ
らに準ずる事務所を山口市内に有する者をいい、競争入札参加
資格登録の区分が「市内」又は「準市内」である者に限る。)
であること。

登 録 営 業 種 目

入 札 公 告

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定
に該当する者でないこと。

(2)公告日から入札日(郵便入札の場合は、開札日)までの間の
いずれの日においても、山口市入札参加資格者に係る指名停止
等措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。

(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の
申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手
続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再
生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。

そ の 他

令和6年7月1日から令和11年6月30日まで

納 品 場 所

件 名 Microsoft 365 E3(EA for Government契約)賃貸借

事後公表とする。

事後公表とする。

適用しない。

入札書比較価格

予 定 価 格

種 別
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契約に関する事項

入札参加資格の確認

入札の方法等

設計図書類等の閲覧方法

質問書の受付及び回答の方法

入札の中止、無効及び失格入札等

電子契約の可否
この契約の締結は、受注者の希望により電子契約の方法による
ことができる。希望する場合の手続は、入札条件に定める。

 令和６年５月１７日（金）午前１１時３０分

入 札 会 場

代理人による入札の場合は、委任状

山口市役所　会議室棟　会議室Ｄ（山口市亀山町２番１号）

次のとおり入札より前に行う。確 認 方 法

提 出 書 類
（ 入 札 会 場 に
お い て 提 出
す る も の ）

予定価格の制限の範囲内の有効な入札がなかった場合、かつ、
再度入札の対象者がある場合は、再度入札を行う。初回の入札
及び再度入札を合わせた入札回数は、３回までとする。

入 札 方 法

内 容 質 問 書

提 出 期 限

閲 覧 方 法

設計図書類等に関して質問があるときは、内容質問書(参加者
心得様式第２号)を電子メール、ファックス又は持参により提
出すること(電子メール又はファックスの場合、送信後に必ず
電話連絡を行うこと。)。

入 札 保 証 金

回 答 方 法
回答は、内容質問の受理後、令和６年５月１３日（月）午後５
時までに、速やかに山口市公式ウェブサイトに掲載する。

令和６年５月９日（木） 午後５時まで

山口市総務部デジタル推進課情報システム担当（詳細下記）

免除

山口市公式ウェブサイトに掲載

提 出 先

免除

無

契 約 保 証 金

前 払 金

部 分 払

無

再 度 入 札

入 札 日 時

(4)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係が
ないこと。

会場入札
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入札条件、契約条項等

その他必要な事項

連絡先等

入札結果は、入札日（郵便入札にあっては、開札日）の午後５時までに、山口市公式
ウェブサイトに掲載する。

入札条件は、参加者心得及び別添の設計図書類等に示すところによる。また、契約書
約款、入札に関する要綱等については、山口市公式ウェブサイト又は下記の入札執行
課の窓口で閲覧できる。

(1)参加者心得第13条の規定に該当する入札は中止とし、参加者心得第11条の規定に該
当する入札は無効とし、参加者心得第12条の規定に該当する入札者は失格とするほ
か、入札条件に定めるところによる。
(2)この入札においては、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度のいずれの適用も
しない。

電子メール　digital@city.yamaguchi.lg.jp

〒７５３－８６５０　山口市亀山町２番１号

山口市　総務部　デジタル推進課　情報システム担当

電話番号　０８３－９３４－２７５５入札執行課

ファックス番号　０８３－９３２－１７７９

本入札に係る契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期
継続契約であるため、令和７年度以降の当該契約に係る山口市の歳出予算に減額又は
削減があったときは、山口市は当該契約を解除することができる。
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